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△
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役
員
の
就
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(
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…
…
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〇

議
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事
務
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告
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△
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倫
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確
立
の
た
め
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広
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県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

…
…
…

一
〇

(

県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

一
〇

公
安
委
員
会
公
告

△

教
習
指
導
員
審
査(

普
通)

の
実
施

一
一

監
査
委
員
会
告
示

△

包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
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名
、
住
所
等

一
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△
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施
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令
の
規
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送
達

…
…
…
一
一

正

誤

△

平
成
十
八
年
四
月
十
三
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
八
号

中
広
島
県
告
示
第
四
百
七
十
号
の
訂
正

(

漁
業
調
整
室)

…
…
…
一
二

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

会
社
法
及
び
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

(

規
則
第
四
十
九
号)

(

文
書
法
制
室)

一

改
正
の
要
旨

会
社
法
及
び
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
関

係
規
則
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。
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農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則

広
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則

職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則

介
護
保
険
法
施
行
細
則

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

児
童
の
身
元
保
証
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則 政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
知
事
の
資
産
等

の
公
開
に
関
す
る
規
則

規

則

名

有
限
会
社
法
の
廃
止
に
伴
う
規
定
の
整
理

な
ど
必
要
な
規
定
の
改
正
を
行
っ
た
。
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二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
五
月
一
日

規規規

則則則

会
社
法
及
び
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整

理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
四
十
九
号

会
社
法
及
び
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

(

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則

(

平
成
七
年
広
島
県

規
則
第
九
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

資
本｣

を

｢

資
本
金｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
広
島
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
六
号
、
別
記
様
式
第
七
号
、
別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
十

(

児
童
の
身
元
保
証
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

児
童
の
身
元
保
証
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
広
島
県
規
則
第
九
十
九
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
書
式
第
一
号
中

｢

営
業｣

を

｢

事
業｣

に
改
め
る
。

(

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
四
年
広
島
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
二
面
中

｢株
式
会
社�

有
限
会
社
等
｣

を

｢株
式
会
社
等
｣

に
改
め
る
。

(

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
七
年
広
島
県
規
則
第
六
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
二
面
中

｢株
式
会
社�

有
限
会
社
等
｣

を

｢株
式
会
社
等
｣

に
改
め
る
。

(

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

介
護
保
険
法
施
行
細
則

(

平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
様
式
第
一
号
の
注
２
中

｢株
式
会
社�

有
限
会
社
等
｣

を

｢株
式
会
社
等
｣

に
改
め
る
。

(

職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
改
正)

第
七
条

職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
広
島
県
規
則
第
八
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

改
め
る
。

(

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
八
条

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
中

｢

第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書｣

を

｢

第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
九
条

広
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
広
島
県
規
則
第
百
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中

｢

営
業｣

を

｢

営
業
及
び
事
業｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

営
業｣

を

｢

営

業
又
は
事
業｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
中

｢営
業
｣

を

｢営
業
又
は
事
業
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
九
号
中

｢資
本
｣

を

｢資
本
金
｣

に
改
め
る
。

(

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
十
条

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則

(

平
成
十
八
年
広
島
県
規
則
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

第
十
条
第
二
十
一
項｣

を

｢

第
十
条
第
二
十
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
六

号
中

｢

仮
理
事｣

を

｢
一
時
理
事｣

に
、｢

仮
監
事
の
選
任
又
は｣

を

｢

監
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
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広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条
例
施
行
規
則

広
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

六
号
中

｢資
本
の
額
又
は
出
資

の
総
額

｣

を

｢資
本
金
の
額
又
は

出
資
の
総
額

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
の
三
中

｢資
本
の
額
又
は

出
資
の
総
額

｣

を

｢資
本
金
の
額
又

は
出
資
の
総
額
｣

に

(定期)



選
任
若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

招
集｣

の
下
に

｢

又
は
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
代
表
理

事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任｣

を
加
え
、
同
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
中

｢

第
五
十
条
の
二
第

八
項｣
を

｢

第
五
十
条
の
二
第
七
項｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

｢第
10条

第
21項

｣

を

｢第
10条

第
20項

｣

に
改
め
る
。

｢第
40条

第
１
項
｣

を

｢第
40条

第
１
項
(第
３
項
)｣

に
、

別
記
様
式
第
二
十
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
号
中｢第

50条
の
２
第
８
項
｣

を｢第
50条

の
２
第
７
項
｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正)

第
十
一
条

広
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

(

平
成
十
六
年
広
島
県
規
則
第
三
十
二
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

資
本｣

を

｢

資
本
金｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
十
二
条

広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条
例
施
行
規
則

(

平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
中

｢資
本
｣

を

｢資
本
金
｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
各
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に

県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
各
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み

な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
八

年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

地
籍
調
査
本
体
事
業

平成18年 5月 1日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 9号

3

別
記
様
式
第
十
六
号
中

｢仮
理
事
(仮
監
事
)
選
任

総
会
(
総
代
会
)
招
集
｣

を

｢一
時
理
事
(仮
監
事
)
選
任

総
会
(
総
代
会
)
招
集

一
時
代
表
理
事
選
任
｣

に
、

｢仮
理
事
(仮
監
事
)
を
選
任

総
会
(
総
代
会
)
を
招
集
｣

を
｢一
時
理
事
(仮
監
事
)
を
選
任

総
会
(
総
代
会
)
を
招
集

一
時
代
表
理
事
を
選
任
｣

に
改
め
る
。

北

広

島

町

熊

野

町

安
芸
高
田
市

廿

日

市

市

庄

原

市

三

次

市

府

中

市

福

山

市

尾

道

市

三

原

市

呉

市

広

島

市

調
査
を
行
う
者

の
名
称

大
塚
の
一
部
、
大
朝
の
一
部
、
中
原
の
一
部
、
土
助
山
、
今
田
南
、

西
宗
の
一
部
、
都
志
見
の
一
部
、
水
呑
山
、
今
田
南
の
一
部

呉
地
の
一
部

高
宮
町
来
女
木
の
一
部

吉
和
字
細
井
原
の
一
部
、
峠
の
一
部
、
飯
山
の
一
部
、
熊
崎
、
細
井

原
楢
乱
杉
、
妙
音
寺
原

総
領
町
五
箇
の
一
部
、
東
城
町
川
西
の
一
部

東
酒
屋
町
の
一
部
、
甲
奴
町
西
野
の
一
部
、
甲
奴
町
梶
田
の
一
部
、

君
田
町
東
入
君
の
一
部
、
布
野
町
上
布
野
の
一
部
、
作
木
町
下
作
木

の
一
部
、
作
木
町
矢
田
、
作
木
町
光
守
の
一
部
、
作
木
町
西
野
の
一

部
、
吉
舎
町
雲
通
の
一
部
、
三
和
町
羽
出
庭
の
一
部

上
下
町
深
江
の
一
部
、
斗
升
の
一
部

千
田
町
大
字
千
田
の
一
部

御
調
町
菅
の
一
部

沼
田
町
の
一
部
、
本
郷
町
上
北
方
の
一
部
、
久
井
町
山
中
野
の
一
部
、

久
井
町
小
林
の
一
部
、
莇
原
の
一
部

下
蒲
刈
町
大
地
蔵
、
下
蒲
刈
町
平
原
、
下
蒲
刈
町
田
ノ
尻

湯
来
町
大
字
伏
谷
の
一
部
、
湯
来
町
大
字
白
砂
の
一
部

調

査

区

域

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

調

査

期

間

(定期)(定期)(定期)



二

数
値
情
報
化
事
業

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

区
域

尾
道
市

(

旧
尾
道
市
、
旧
因
島
市
、
旧
瀬
戸
田
町)

二

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

三

検
査
の
日
時
及
び
場
所

四

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査

(

ひ
ょ
う
量
一
ト
ン
以
上
の
大
型
は
か
り
を
除
く
。)

の
期
日
及
び
場

所

平成18年 5月 1日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 9号

4

神
石
高
原
町

世

羅

町

大
崎
上
島
町

油
木
の
一
部
、
安
田
の
一
部
、
福
永
の
一
部
、
笹
尾
の
一
部
、
時
安

の
一
部
、
坂
瀬
川
の
一
部

安
田
の
一
部
、
本
郷
の
一
部
、
井
折
の
一
部
、
寺
町
の
一
部
、
川
尻

の
一
部
、
小
谷
の
一
部

西
野
の
一
部

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

神
石
高
原
町

熊

野

町

江

田

島

市

安
芸
高
田
市

廿

日

市

市

庄

原

市

府

中

市

数
値
情
報
化
を

行
う
者
の
名
称

油
木
の
一
部
、
安
田
の
一
部
、
福
永
の
一
部
、
笹
尾
の
一
部
、
時
安

の
一
部

呉
地
の
一
部

字
柳
之
前
の
一
部
、
鍵
屋
谷
の
一
部
、
宝
原
の
一
部

高
宮
町
来
女
木
の
一
部
、
美
土
里
町
横
田

吉
和
字
細
井
原
の
一
部

総
領
町
五
箇
の
一
部
、
東
城
町
川
西
の
一
部

上
下
町
深
江
の
一
部
、
斗
升
の
一
部

数

値

情

報

化

を

行

う

区

域

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
九
年
三
月
三
一
日
ま
で

数
値
情
報
化
を
行
う
期
間

医
療
法
人
社
団
博
愛
会

木
阪
病
院

名

称

東
広
島
市
西
条
町
土
与
丸
一
二
三
五
番
地

所

在

地

平
成
二
一
年
四
月
三
〇
日

効
力
を
有
す
る
期
限

更
新

備

考

〃

・

〃
・
二
二

〃

・

〃
・
二
一

〃

・

〃
・
二
〇

〃

・

〃
・
一
九

〃

・

〃
・
一
四

〃

・

〃
・
一
三

〃

・

〃
・
一
二

〃

・

〃
・

八

〃

・

〃
・

七

〃

・

〃
・

六

平
成
一
八
・

六
・

五

実

施

期

日

九
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

九
・
三
〇
〜
一
〇
・
三
〇

九
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

一
五
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
一
四
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
五
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
一
四
・
〇
〇

一
三
・
三
〇
〜
一
六
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

器

物

受

付

時

間

尾
道
市
公
会
館

尾
道
市
公
会
館

ベ
イ
タ
ウ
ン
尾
道

尾
道
市
農
協
栗
原
支
所

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

尾
道
市
役
所
向
東
支
所

尾
道
市
農
協
百
島
出
張
所

尾
道
市
農
協
泊
倉
庫

瀬
戸
田
小
学
校
体
育
館
前

尾
道
市
役
所
浦
崎
支
所

瀬
戸
田
小
学
校
体
育
館
前

Ｊ
Ａ
三
原
せ
と
だ
南
店

尾
道
市
役
所
因
島
総
合
支
所

東
生
口
公
民
館

土
生
公
民
館

重
井
公
民
館

田
熊
公
民
館

中
庄
公
民
館

実

施

場

所

(定期)(号外)(定期)



実

施

期

日

実

施

場

所

平
成
十
八
年
六
月
五
日
か
ら

当
該
計
量
器
の
所
在
場
所

平
成
十
八
年
六
月
二
十
二
日
ま
で

五

定
期
検
査
実
施
機
関

指
定
定
期
検
査
機
関

社
団
法
人

広
島
県
計
量
協
会

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

次
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
指
定
漁
船
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
は
、
次
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成18年 5月 1日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 9号

5

広
島
市
中
区
江
波
本
町
一
七－

一
五

米

田

輝

隆

〃

〃

江
波
南
二
丁
目
二
〇－一

二

吉

川

春

峰

〃

〃

江
波
東
二
丁
目
七－

三

中

前

博

喜

広
島
市
西
区
草
津
浜
一
六－

一
九

網

岡

賢

〃

〃

南
観
音
八
丁
目
九－

二四

香

川

龍

一

〃

〃

草
津
南
一
丁
目
一
七－

九

大

畠

勝

彦

〃

〃

東
観
音
一
七－

三

角

田

充

男

広
島
市
西
区
井
口
台
二－

二
〇－

八

西

尾

盛

登

〃

〃

井
口
三－

一
六－

一
八

武

智

好

彦

〃

〃

〃

三－

二
一－

一
七

波

田

輝

明

〃

〃

〃

三－

一
七－

二
一

向

井

国

夫

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

��������������������������
上

欄

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
江
波
地
区

草
津
地
区

井

口

加
入
区

〃
広
島
市
漁
業
協
同

組
合

井
口
漁
業
協
同
組

合 法
第
百
十
三
条
第
一

項
の
申
出
を
す
る
漁

業
協
同
組
合
の
名
称

〃 〃 平
成
一
八
年
五

月
一
日
か
ら
平

成
一
八
年
五
月

一
五
日
ま
で

縦

覧

期

間

������������� 下

欄

〃
広
島
市
漁
業
協
同

組
合

井
口
漁
業
協
同
組

合
縦

覧

場

所

広
島
市
南
区
丹
那
新
町
七－

三

恵
飛
須

寛

〃

〃

仁
保
南
一
丁
目
一
〇－一

三

恵
飛
須

隆

幸

〃

〃

仁
保
二
丁
目
一
四－

一〇

葭

川

明

三

〃

〃

〃

四
丁
目
一
四－

一〇

木

村

芳

昭

広
島
市
南
区
宇
品
西
二
丁
目
一
三－二

〇

河

野

治

義

〃

〃

宇
品
神
田
五
丁
目
二
六－

九－

三
〇
二

西

永

研

二

〃

〃

宇
品
西
二
丁
目
一－

三－

七
〇
三

塩

田

泰

久

〃

〃

〃

四
丁
目
四－

四八

宗

利

安

彦

広
島
市
南
区
向
洋
大
原
町
二
四－

一〇

尾

川

義

典

〃

〃

青
崎
二
丁
目
二
〇－

一一

井
手
口

清

〃

〃

大
須
賀
町
二
〇－

一
〇－

一
一
〇
三

松

原

豊

行

〃

〃

向
洋
新
町
一
丁
目
三－

三－

三
〇
一

花

高

正

徳

広
島
市
中
区
吉
島
東
二
丁
目
一
八－

四

小

野

清

〃

南
区
皆
実
町
五
丁
目
一
五－一

三

安

達

勝

志

〃

中
区
光
南
六
丁
目
二－

一－

一
〇
〇
七

加

藤

良

次

〃

〃

〃

四
丁
目
二－

七

春

山

秀

信

〃

〃

江
波
南
一
丁
目
一
九－

二

米

田

栄� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

仁

保

宇
品
地
区

向
洋
地
区

広
島
地
区

〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃

(定期)



広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

森
林
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成18年 5月 1日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 9号

6

呉
市
倉
橋
町
一
七
八
〇
〇

石

野

初

吉

〃

〃

一
八
八
五
八－

一

上

瀬

修

〃

〃

一
八
六
六
四

小

平

福

夫

呉
市
倉
橋
町
六
六
四
四－

一
一

岩

本

晋

松

〃

〃

八
八
七
九－

二

藤

本

昭

博

〃

〃

八
一
六
〇

中

本

繁

子

〃

〃

八
二
四
五

空

野

新

治

呉
市
倉
橋
町
一
一
八
九
四－

一
五

岡

本

徹

〃

〃

一
四
九
九
六－

一

山

崎

敬

治

〃

〃

一
六
四
八
三

片

山

平

蔵

〃

〃

九
九
六
五

岡

本

優

呉
市
倉
橋
町
三
六
〇
〇

古

本

菊

一

〃

〃

二
八
〇
九

道

岡

哲

生

〃

〃

二
八
〇
六

尾

浜

金

三

〃

〃

四
一
四－

二

福

川

和

男

呉
市
倉
橋
町
一
〇
八
〇
一－
六

砂

川

邦

弘

〃

〃

九
九
二
〇

宮

本

一

義

〃

〃

一
〇
四
七
〇

久

保

和

夫

〃

〃

一
一
九
七
四－

二

亀

本

耕

三

広
島
市
南
区
仁
保
二
丁
目
一
五－

一七

榎

木

積

〃

〃

〃

一
丁
目
四
四－

一二

三

宅

隆

〃

〃

〃

二
丁
目
二－

二

胡

子

昌

宏

〃

〃

東
雲
三
丁
目
一
一－

一七

竹

本

元

弘� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
鹿

島

倉
橋
西

倉
橋
東

倉
橋
西

倉
橋
東

〃

〃 〃
倉
橋
島
漁
業
協
同

組
合 〃

倉
橋
西
部
漁
業
協

同
組
合

仁
保
漁
業
協
同
組

合

〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃
倉
橋
島
漁
業
協
同

組
合 〃

倉
橋
西
部
漁
業
協

同
組
合

仁
保
漁
業
協
同
組

合

尾
道
市
向
島
町
二
三
一
八
番
地

永

井

健

〃

〃

五
五
八
二－

六
七
番地

稲

荷

孝

志

〃

〃

七
二
九
三－

一
番
地

新

田

良

枝

〃

〃

五
九
三－

四
番
地

田

頭

信

親

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
大
串
二
〇
三
三

番
地

奥

本

英

壮

〃

〃

中
野
四
九
二
六－

三
番
地

中

村

修

司

〃

〃

〃

六
六
五
九－

一
番
地

吉

田

春

明

〃

〃

東
野
三
一
〇
〇－

二
番
地

新

本

雄

三

呉
市
安
浦
町
三
津
口
三－

一－

四
三

山

根

信

行

〃

〃

〃

二－

一
四－

一五

山

根

寿

彦

〃

〃

〃

四－

六－

四

新

名

有

〃

〃

〃

六－

一－

二
二

西

沖

正

弘

呉
市
川
尻
町
東
一
丁
目
三－

一
三

川

下

健

吾

〃

〃

〃
一
丁
目
三－

一
〇

磯

野

民

夫

〃

〃

〃
一
丁
目
三－

一

金

平

明

光

〃

〃

〃
一
丁
目
一
四－

一
二

藤

岡

正

則

〃

〃

一
八
四
八
二－

三

小

平

誠

次� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

向
島
町

大
崎
内
浦

安

浦

川

尻

向
島
町
漁
業
協
同

組
合

大
崎
内
浦
漁
業
協

同
組
合

安
浦
漁
業
協
同
組

合 川
尻
漁
業
協
同
組

合

〃 〃 〃 〃

向
島
町
漁
業
協
同

組
合

大
崎
内
浦
漁
業
協

同
組
合

安
浦
漁
業
協
同
組

合 川
尻
漁
業
協
同
組

合

(定期)



一

保
安
林
の
所
在
場
所

呉
市
倉
橋
町
字
草
卸
甲
一
一
八
六
の
一
、
乙
一
一
八
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
草
卸
甲
一
一
八
六
の
一
・
乙
一
一
八
八

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林

整
備
局
治
山
室
及
び
呉
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
の
所
在
場
所

江
田
島
市
沖
美
町
是
長
字
大
名
切
四
四
の
一
か
ら
四
四
の
四
ま
で
、
五
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
江
田

島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
の
所
在
場
所

呉
市
下
蒲
刈
町
下
島
字
平
原
九
六
七
の
一
、
九
六
八
の
一
、
乙
九
六
六
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
呉
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

庄
原
市
高
野
町
和
南
原
字
毛
無
山
一
六
一
の
三
、
甲
一
六
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
庄
原

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
三
次
町
字
中
所
一
七
六
の
二
五

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
中
所
一
七
六
の
二
五

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林

整
備
局
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
四
年
広

島
県
告
示
第
二
百
六
号
備
後
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
原
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

三
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

備
後
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
原
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
二
百
六
号
の
事
業
地
か
ら
三
原
市
東
町
を
削
除
し
、
三
原
市
東
町
一
丁
目

を
追
加
す
る
。

使
用
の
部
分

平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
二
百
六
号
の
事
業
地
か
ら
三
原
市
東
町
、
旭
町
、
古
浜
町
、
中
之
町
、
西

宮
町
、
宗
郷
町
、
和
田
町
を
削
除
し
、
三
原
市
東
町
一
丁
目
、
東
町
二
丁
目
、
東
町
三
丁
目
、
旭
町
一
丁

目
、
旭
町
二
丁
目
、
古
浜
一
丁
目
、
古
浜
二
丁
目
、
古
浜
三
丁
目
、
中
之
町
一
丁
目
、
西
宮
一
丁
目
、
宗

郷
一
丁
目
、
宗
郷
二
丁
目
、
宗
郷
三
丁
目
、
宗
郷
四
丁
目
、
和
田
一
丁
目
、
和
田
三
丁
目
を
追
加
す
る
。

広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
七
年
広

島
県
告
示
第
八
号
本
郷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
本
郷
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

三
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

本
郷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
本
郷
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

三
原
市
本
郷
町
本
郷
、
本
郷
町
下
北
方

使
用
の
部
分

三
原
市
本
郷
町
本
郷
、
本
郷
町
善
入
寺
、
本
郷
町
上
北
方
、
本
郷
町
下
北
方
、
本
郷
町
南
方

広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号
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港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
広
島
港
に
お
け
る
臨
港
地
区
及
び
当
該
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

な
お
、
当
該
臨
港
地
区
及
び
分
区
の
区
域
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
県
空

港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
港
湾
振
興
局
港
営
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

臨
港
地
区
の
指
定

二

分
区
の
指
定

公公公

告告告

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

尾
道
市
美
ノ
郷
町
本
郷
字
溝
上
沖
八
三
五
番
一
、
八
三
六
番

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

尾
道
市
美
ノ
郷
町
本
郷
八
四
六
番
地

工
藤

寛
秀

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
湯
来
町
砂

谷
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
を
平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長

山

本

敏

昭

賀
茂
郡
豊
栄
町
吉
原
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
及
び
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

(

就
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

西

尾

久

男

東
広
島
市
豊
栄
町
吉
原
一
五
九
〇

〃

住

川

數

馬

〃

〃

〃

四
二
三
一

〃

末

廣

克

則

〃

〃

〃

三
〇
五
三

〃

佐

藤�
信

〃

〃

〃

一
二
一－

一

〃

佐

藤

憲

昭

〃

〃

〃

四
七
七－

二

〃�
光

法

幸

〃

〃

〃

二
〇
五
二

〃

下
久
保

光

範

〃

〃

〃

二
五
八
二

〃

貞

重

久

人

〃

〃

〃

四
九
四
三

〃

小

川

博

〃

〃

〃

二
八
九
五

〃

重

光

興

〃

〃

〃

二
二
九
八

〃

梶

川

輝

男

〃

〃

〃

三
六
九
〇

〃

梶

原

弘

毅

〃

〃

〃

三
七
九
八

監
事

近

田

文

憲

〃

〃

〃

二
〇
三
三

〃

上

嘉

秀

〃

〃

〃

四
三
七
三－

一

〃

山

本

幸

登

〃

〃

吉
原
甲
三
二
四
四

(
退
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

西

尾

久

男

東
広
島
市
豊
栄
町
吉
原
一
五
九
〇

〃

住

川

數

馬

〃

〃

〃

四
二
三
一

〃

末

廣

克

則

〃

〃

〃

三
〇
五
三

〃

佐

藤�
信

〃

〃

〃

一
二
一－

一

〃

佐

藤

憲

昭

〃

〃

〃

四
七
七－

二

〃�
光

法

幸

〃

〃

〃

二
〇
五
二
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広
島
市
南
区
似
島
町
字
信
谷
及
び
同
町
字
家
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
二
四

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

漁

港

区

商

港

区

分
区
の
種
類

広
島
市
南
区
似
島
町
字
信
谷
及
び
同
町
字
家
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

広
島
市
南
区
似
島
町
字
家
下
の
一
部

区

域

〇
・
一
九

〇
・
〇
五

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

(定期)



〃

下
久
保

光

範

〃

〃

〃

二
五
八
二

〃

貞

重

久

人

〃

〃

〃

四
九
四
三

〃

小

川

博

〃

〃

〃

二
八
九
五

〃

梶

川

輝

男

〃

〃

〃

三
六
九
〇

〃

梶

原

弘

毅

〃

〃

〃

三
七
九
八

監
事

近

田

文

憲

〃

〃

〃

二
〇
三
三

〃

上

嘉

秀

〃

〃

〃

四
三
七
三－

一

〃

山

本

幸

登

〃

〃

吉
原
甲
三
二
四
四

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

完

了

年

月

日

三
原
市

江
木
西

区
画
整
理
事
業

平
成
一
一
・
一
二
・
二
〇

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
庄
原
市
土

地
改
良
区
の
定
款
変
更
を
平
成
十
八
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
、
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

比
婆
郡
比
和
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

(

就
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

竹

田

和

光

庄
原
市
比
和
町
古
頃
七
〇
七

議議議
会会会
事事事
務務務
局局局
告告告
示示示

議
会
事
務
局
告
示
第
四
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
議
会
議
長

新

田

篤

実

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
広
島
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程

(

平
成
七
年
議
会
事
務

局
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

資
本｣

を

｢

資
本
金｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

33号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
５
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫
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検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
５
月
１
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
子
連

れ
狼
Ｂ

67

Ｃ
Ｒ
極
上

パ
ロ
デ
ィ

ウ
ス
Ｎ
Ｃ

Ｅ
80Ｆ

型
式
名

株
式
会
社
高
尾

代
表
取
締
役
内
ヶ
島
敏
博

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区

太
平
通
一
丁
目
３
番
地
)

株
式
会
社
ニ
ュ

ーギ
ン

代
表
取
締
役
新
井
悠
司

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

烏
森
町
三
丁
目

56番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

38号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

99条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施

す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規

則
｣
と
い
う

。)
第

10条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
５
月
１
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

１
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
(普
通
)

２
審
査
の
期
日

平
成

18年
６
月
５
日�

６
日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

道
路
交
通
法
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
教
習
指
導
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

18年
５
月

29日

監監監

査査査

委委委

員員員

告告告

示示示

広
島
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ

て
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
監
査
委
員

坪

川�
巳

同

田

辺

直

史

同�
橋

義

則

同

近

光

章

一

包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

当
該
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
を
補
助
で
き
る
期
間

平
成
十
八
年
四
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

収収収
用用用
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告
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6P
0097

6P
0020

同
上

同
上

同
上

同
上

Ｃ
Ｒ
サ
ン

ダ

ーバ

ー

ド
Ⅲ
Ⅹ

Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｊ

Ｐ
001

同
上

株
式
会
社
藤
商
事

代
表
取
締
役
松
元
邦
夫

(大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内

本
町
一
丁
目

1番
4号
)

左
同

左
同

橋

口

滿

田

邊

尚

�
杉

直

由

金

光

房

子

氏

名

広
島
県
広
島
市
安
佐
南
区
長
束
西
四
丁
目
二
一
番
一
二
号

広
島
県
広
島
市
南
区
段
原
一
丁
目
七
番
三
―
二
〇
一
号

広
島
県
広
島
市
西
区
高
須
台
三
丁
目
七
番
六
号

広
島
県
広
島
市
安
佐
南
区
山
本
一
丁
目
二
九
番
一
二
号

住

所

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
送
達
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
一
日

広
島
県
収
用
委
員
会

一

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

�
井
來
信

相
続
人

小
山
タ
ツ

相
続
人

日
野
タ
ケ

相
続
人

小
山
市
郎
兵
衛

相
続
人

�
井
智
惠
子

住
所
不
明

二

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

一
般
国
道
四
三
二
号
改
築
工
事

(

川
北
バ
イ
パ
ス

(

広
島
県
庄
原
市
川
北
町
字
下
市
場
地
内
か
ら
同
市

川
北
町
字
上
市
場
地
内
ま
で))

に
係
る
土
地
収
用
事
件
の
裁
決
書

三

土
地
等
の
表
示

四

送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し
て
い
る
部
局
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

広
島
県
土
木
部
総
務
管
理
局
土
木
総
務
室

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号

(

注
意)

右
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
を
も
っ
て
、
そ
の
書
類
の
送
達
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
四
月
十
三
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
八
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
四
百
七
十
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
加
入
区
の
変
更)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
漁
業
調
整
室
長
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庄
原
市
川
北

町
字
上
市
場

所

在

四
三
三
番

地

番

田 公

簿

地

目

田 現

況

一
二
五
五

公

簿
(
㎡)

地

積

－
実

測

(

㎡)

五
一
九
・
八
三

収
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面

積

(

㎡)

二
ペ
ー
ジ

上 段

瀬
戸
内
海
機
船
船
び
き
網
業

誤

瀬
戸
内
海
機
船
船
び
き
網
漁
業

正

(定期)


